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三田市条例第５１号 

 

   三田市まなびと交流・共創施設条例 

 

（設置） 

第１条 市民一人一人の成長につながる多様な学びを支援するとともに、世代や

属性を超えた交流を促進する場と機会を提供し、新たな価値をもった取組の創

出や市民の自己実現を図る等により、地域社会の活性化に資するため、三田市

まなびと交流・共創施設（以下「共創施設」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 共創施設の位置は、次のとおりとする。 

三田市駅前町１００８番 

（業務） 

第３条 共創施設は、第１条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる業務

を行う。 

(1) 職業能力の開発及び向上等の生涯にわたる学びの支援に関すること。 

(2) 世代又は属性を超えた交流の推進に関すること。 

(3) 起業、創業及び地域活動に対する意識の高まりに関すること。 

(4) 事業者及び高等教育機関等との連携並びに地域情報の提供等による活動

支援に関すること。 

(5) 三田駅周辺を起点とした地域社会の活性化に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、第１条の設置目的を達成するために必要な業

務に関すること。 

（施設） 

第４条 共創施設に次の各号に掲げる施設を置く。 

(1) 会議室 

(2) 共創スペース 

（使用時間） 

第５条 共創施設を使用できる時間は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）
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に規定する休日 午前９時から午後６時まで 

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前９時から午後９時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更す

ることができる。 

（休所日） 

第６条 休所日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、市長が

必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けること

ができる。 

（使用の許可） 

第７条 第４条各号に規定する施設（以下単に「施設」という。）を使用しようと

する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された

事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、共創施設の管理運営上必要がある

と認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しな

いものとする。 

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。 

(3) 施設を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(4) 三田市暴力団排除条例(平成２４年三田市条例第９号。以下「暴力団排除

条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

を利することとなると認められるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、共創施設の管理運営上支障があると認められ

るとき。 

（使用料） 

第９条 第７条の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由が

あると認める場合は、この限りでない。 

（使用料の減免） 
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第１０条 市長が公益上必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用

料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が規則で定める特別の理

由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用

条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長が指示した事

項に違反したとき。 

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって使用の許可を受けたとき。 

(3) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。 

(4) 災害その他緊急のやむを得ない理由があると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、共創施設の管理運営上支障があると認めると

き。 

２ 市は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、

これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。 

（誓約書の徴取等） 

第１３条 市長は、第７条第１項の規定により許可の申請があった場合において、

必要があると認めるときは、暴力団排除条例第７条第２項の規定に基づき、同

項において準用する同条例第６条第２項各号に規定する誓約書を徴取するこ

と及び当該許可に係る施設の使用が暴力団を利することとなるか否かについ

て、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。 

（立入り等） 

第１４条 市長は、共創施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用を許

可した施設に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な指示をすることができる。 

（特別の設備の設置に係る許可） 

第１５条 使用者が特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具等を使用しよう

とするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（使用権の譲渡等の禁止） 
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第１６条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用する権利を他人に

譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（使用者の義務） 

第１７条 使用者は、市長が指示した事項を守り、常に善良な使用者としての注

意を怠ってはならない。 

２ 使用者は、施設の使用を終えたとき又は第１２条第１項の規定により使用を

停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該施設を原

状に復さなければならない。 

（損害賠償義務） 

第１８条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設を汚損し、破損し、

又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限

りでない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、

これに要した費用を使用者から徴収する。 

（指定管理者による管理） 

第１９条 共創施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 前項の規定により共創施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、

指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 施設の利用の許可に関する業務 

(2) 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する業務 

(3) 共創施設の維持管理に関する業務 

(4) 第３条に規定する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 第１項の規定により前項各号に規定する業務を指定管理者に行わせる場合

における第５条から前条まで、及び別表の規定の適用については、これらの規

定中「市長」とある（第１１条及び第１８条を除く。）のは「指定管理者」と、

「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第５条

第２項中「これを変更する」とあるのは「市長の承認を得てこれを変更する」
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と、第６条中「休所日を変更し」とあるのは「市長の承認を得て休所日を変更

し」と、第９条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に規定する額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金」と、

第１０条中「公益上必要」とあるのは、「あらかじめ市長の承認を得て公益上必

要」と、第１１条中「市長が規則」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て規則」と、第１２条第２項中「市は」とあるのは「市及び指定管

理者は」と、第１３条中「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」

とする。 

（利用料金） 

第２０条 前条第１項の規定により共創施設の管理を指定管理者に行わせる場

合にあっては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるこ

とができる。 

２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

（指定管理者の行為） 

第２１条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、共創施設において物品の

販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。 

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし、第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共創施設の供用を開始する日は、公布の日か

ら起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日とする。 

（準備行為） 

３ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前におい

ても、この条例の例により行うことができる。 

別表（第９条関係） 
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区分 単位 使用料の額 

市民（市内に在住し、在勤し、

又は在学する個人をいう。以

下この表において同じ。） 

会議室 ３０分 ２２０円 

共創スペース 
１日 ２,０００円 

１月 １０,０００円 

市民以外の者（個人に限る。） 

会議室 ３０分 ４４０円 

共創スペース 
１日 ３，０００円 

１月 １５,０００円 

備考 

１ 使用者（市内に在住する者を除く。）が営利を目的として会議室を使用す

るときは、使用料の１０割に相当する額を加算する。 

２ １月の単位で使用の承認を受けた者が月の中途から使用を開始し、又は

終了する場合の当該月の使用料の額は、日割りによって計算して得た額と

する。 

３ 使用料の算定において１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てる。ただし、第１０条（第１９条第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定による減額後の使用料の額又は日割りによって計算

した使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを１０円に切り

上げる。 


